
すこ とを業とする五l(送取扱人の行う営業，すなわち運送取扱営

業と，旅客または物品の巡送をなすことを業とする述送人の行

う営業， すなわち巡送営業とが区別されている。通辺事業法に

おける通運業者は商法の規定する物品運送の取次と いう業務の

ほかに， 委託者のために迎送に必裂な極々の行為， たとえば荷

造 ・ 通|刻手続・小運送等をなすこと をも引受けているのがjìlí(~~

である。なお旅客五li送のあっ旋をなす者，たと えば交通公社そ

の他の旅行あっ旋業者は商法上は迷走塁取扱人ではなくて準rgj庭

である。

(2) 巡送業は他人の需要に応じ旅客または物品を王I!送する事

業である。 その大部分は不特定多数の需主主者のために運送をな

すものであ るが，なかには主l(送すべき旅客もしくは物品の範囲

を限定するもの (学生生徒の巡送.死体の主l(送というように運

送すべき旅客もし 〈 は物品の純闘を限定するが，しかもなおそ

のかぎりにおし、て rl~~者は不特定多数であり，それら需要者の

(101 々 と五lí送契約を締結する l ，特定の者の需要に応じて一定範凶

の旅客もしくは物品の運送を行うもの(特定の需要者とのみ運

送契約を締結する。例 特定旅客または貨物自動車運送事業)

もある。いずれにしても迎送業は，他人の需要に応じて巡送を

行う事業であるから， 自己の所有する述送施設を自己の専用に

供するもの， たと えば専用鉄道，専用索道， 自家用自動車等の

運営は巡送業ではない。

(3) 迩送業は有償で旅客または物品を運送する事業で・ある。

述送業が巡送行為を業として営むものである以上， 有償たる こ

とを Dft HlJ とするのは当然であるが，巡送業者ーはその提供するす

べての巡送役務に対し常に対1聞を収受しなければならぬとはか

ぎらない。国鉄における救他品のj!!~ :\'l:輸送のように，例外的に

無償で巡送を行う場合もあり得る。運送 関

業は原ftlJ として有償で運送を行う事業で /日本固有鉄道

あるから，原則として対簡を収受しない |地方鉄道業

うんそうぎ ょ

ずる。そこで巡送能力に余俗を生じたときには，他人の物品を

自己の商品とfJ(合わせて運送 し ， と きには l 船腹または 1 馬車

をあげて他人の物品の迎送に提供される 。これを seml-common

carrl e r または semipublic carr i e r という 。た とえばイギ リス

東印度会社その他特許会社の船舶， ノ 、 γザ問盟の船舶空宇がこれ

である。かかる中間形態を経て 19 世紀初期に至り，巡送を専

門の業とするものが生れるに至った。これが common Carrler 

または publ ic carrier であるが， 当時産業革命によって生産力

は異常に伸展して運送対象がいちじるしく期大した一方，運送

信基閣の画期的発達によって鉄道 ・ 船舶等の所有または経営が臣

官官の資本を必裂と するに至った。それと同時に迷送弘;:~が次第

に{~遍化し， ここ に多数者の巡送稿姿を共通に充足する専門の

運送業が，貿易業または製造業から完全に分離独立して成立す

ることになっ t:.。こ hiJ; Lprivate carrie r 均、ら common carｭ

ri er への発展1 と いわれる とこ ろの ものである。この Lprivate

carrl e r から common ca rner への発展1 は，海Mの場合は数

千年の歳月を裂しているが， 鉄道の場合は篤 くばかりの短期間

に成就した。これは鉄道が産業革命の形成または完成ののちに

出現したゆえであるといわれている。

2 径類

(I) 運送業はその迎送後関の所在する場所によ って陸上運送

業， 水上主Ii送業お よ び空中運送業の 3 つに大別することができ

る。このうち陸上運送業は軌道もしく は索活を通路とする鉄道

巡送業， 道路を通路 と する道路巡送業 (1当 ífUJ革運送事業 ・ E降車

両巡送事業) およびパイプ ・ライ γを通路とする輸送管業に区

分され，水上運送業は河川 ・ 湖沼 ・ 港湾において五Ii送を行う内水

運送業と ， 海上において運送を 1'T う海上巡送業とに区分される。
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日本国有鉄道法(~ ~~6) 
免許事築地方鉄道法(~~2 ) 

鉄道業01
で運送を行うも の，た と えば旅館業者が L "_(普通索泊事業

l索活1)> l�'H 
自己の所有する 自動車を使用して， 自己 (''' '~ -,. ~l特殊索道事業 ・ 貨物索道事業

)免許司喋紫泊 規峨~~4)

の経営する旅館の利用客を無償で運送す

るいわゆる旅館パスの運営のようなもの

は運送業とはいえない。

主lí送業の存在が一般的事象となったの

は比較的近代の こ とに属する。それ以前

には多くの場合，運送を必要とする者は

自ら運送施設 (巡送機関)を所有し運営し

なければならなかった。これを private

carrier (または merchant carri er l とし 、

う。たとえば， ギリシャの商業生活では

船舶を所有しない商人というのは特殊な

ものであ っ て， 当時における商人の一般

的形態であるナ ウクレ ロス (nauk l erosl

は，自己の船舶を所有しその船舶によっ

て商業を営んだ。 またイギリス初期lの鉄

道の多くは， coal lines または mineral

lines と呼ばれたよう に，炭坑会社がそ

の捌り出した石炭 を 自ら紛送するため

の，も っ ぱら私的の運送指針鈎であ った。

ところが本来自己の商業のため巡送儀闘

を所有して，自分で自分の物品の巡送を

行ったjl師人にあ っ ても ， 111丙や船舶の王Ii

送能力を常にあますとこ ろなく利用する

わけではなく ， ときには積荷に余裕を生

鉄道業に共通するものとして，鉄道営業法 (~m ，鉄m図有法 (~m ， 鉄道敷設i去(喜 mがある.

、 軌道法(~ ig) 軌道に準
f軌道楽 1 

軌 道 業C~ .._ ~ __-:..，， _. _ _ • .::.- }特許事業ずべきものを定める
lli\\軌条電車運送lJç梁 0 .. ......J 省令 (2?L令 2)

{一般架合旅客 自íFiJilI述送事業

|一般貸切

I一般自動車 |一般果JH
|運送事業}一般路線貨物自動車巡送事業 、1 1 '--，.._~._..- --. ----"， 免許事業

i自動 叫 l一般区以 .. 1--'" ' \ ìlî 路巡送 法(盟諸3)
l運送事業 1 I一般小型

1 I特定自動車f特定旅客自動車述送事業
道路述送業 i 1巡送事業1特定 貨物

| 自動111巡送取扱IJg能 登録事業

l軽車両述送事業 ・ー ・

通 運 事 業

f旅客定JYl航路事業
f定期航路事業i
J ~"'-"" -""-l貨物

海上運送*業一部}古n巡航事業{ 、
l不定期航路IJç量産

f木市}泌航業
木自由巡送lJ.券i

-l木船団iU業

f一般港湾運送事業

I~ 内 荷 役事業
港湾運送事業{

1ft しけ巡送事業

l沿岸 荷役事業

「定期航空運送事業
航空運送事業i

1不定期航空運送事業
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免許事業涌，!E 'JT 業法(~~ ~~I) 
免許1)>来 1

町出事業)海上 述送法(~ 1~7) 
届尚事業j

)登録峨木 持i} 巡送峨 f~l)

i……附
)免許事業航 空 法(~ ~jl ) 




